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博物館が野生生物と関わり続けるには 
法的行政的位置付けが必要 

宇仁義和（東京農業大学生物産業学部） 
Museums require a legal administrative status to continue engaging with wildlife. 

Yoshikazu Uni (Tokyo University of Agriculture) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

「野生生物と社会」学会早稲田大会 2025.12.20‒21 

「博物館園職員録（令和４年）」（日本博物館協会 
2022）から専門分野を野生生物関連*と記した職員数 
黒色：公立私立博物館 
橙色：大学博物館 
*科学・環境学・細胞生物学・自然科学・進化生物学・脊椎動物・生命科
学は除く、水産・森林科学は入れる、自然・自然史はネット情報を個別確
認、水族館動物園植物園等の生体の展示を主体とした施設については登録
館のみ採録。庭園や宗教団体の施設、国立科学博物館は除外した 

 現状で地方の野生生物の調査や保護は博物館の学芸員が担っている。しかしながら、博物館
が野生生物施策を業務とする法的根拠は希薄であり、設置者の自主性が支えである。 
 博物館の野生生物調査や保護対策は自治体の裁量による。この継続には関連法令による博
物館の明記、関係省庁による博物館や学芸員の位置付けといった行政上の正式な措置が必要
ではないか。環境省の出自である厚生省は旧内務省系の役所であり、県庁が出先機関の役割を
果たした。それは現在も継続しているが、野生生物を専門とする人材が極めて少ない。 
 国の博物館行政は全面的に文化庁の事務となり、博物館法による博物館の位置付けは文化
施設とされ人文系の要素が以前に増して強くなっている。文化芸術基本法を上位法とする現
行の博物館法では野生生物を博物館が扱うことは規定外に近い。このような状況で将来にわ
たり博物館が野生生物と関わりを続けるために必要な方策を長野県の事例から考察する。 

https://nodaiweb.university.jp/muse/unisan/files/uni_2025_waseda.pdf 
このポスターのデータ4.4 MB 
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長野県2019年豪雨での文化財救出

学芸員が横に動けた

中心機関は
長野県立歴史館

県から市町村へ文化財行政ルートで協力要請
↓

市町村相互の協力が可能に

博物館

博物館

博物館 支援
要請

支援要請

学芸員が他の自治体へ

２．長野県の環境行政と事業展開

写真：今も726世帯が仮住まい 死者15⼈ 台⾵19号上陸から1年 ⻑野 | 毎⽇新聞
https://mainichi.jp/articles/20201002/k00/00m/040/014000c

長野県植物誌の改訂事業の進め方

学芸員

事務局は長野県環境保全研究所

実施の中心人物は戸隠地質化石博物館の学芸員

信州大学教員

学校教諭

学芸員

学芸員

信州大学教員

信州大学教員

学校教諭

標本は筑波大学菅平高原実験所の標本庫

県外研究機関の支援

特徴
推進主体は任意団体
事務局は県立機関
司令塔は市立館学芸員
調査員は学芸員・大学教員
学校教諭・市民など
標本は県外研究機関が収蔵

専門分野の調査は他
自治体他県でも実施
設置者も認めている

多様な主体が関わり１つの事業を推進し、
行政職員の柔軟な業務が確保されている 

２．長野県の環境行政と事業展開

学芸員が野生生物を業務とする法的根拠は２つ。 
１）博物館法第三条九「九 当該博物館の所在地又はその周辺にあ
る文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）の適用を受ける
文化財について、解説書又は目録を作成する等一般公衆の当該文化
財の利用の便を図ること」 
２）同法第四条４「学芸員は、博物館資料の収集、保管、展示及び調
査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさど
る」 
 このうち２）について文化庁は「博物館において職務上取り扱う
資料、情報、権利等は、媒体の種別や所有の有無に関わらず全て「博
物館資料」に含まれます」と回答している（博物館法施行規則の一部
を改正する省令案に関するパブリックコメントの結果について
2022-2-10）。 
 博物館や学芸員が野生生物を業務とすることを補償するために
は、条例や設置目的、使命といった形で文書化し、議会や委員会で承
認する手続きが必要。 
 なお、博物館法の適用は登録博物館と博物館相当施設（指定詞悦）
のみ。法的な意味での学芸員は登録博物館に置かれた学芸員だけ 

宇仁義和. 2024. 博物館を生物多様性保全の拠点とするために. 北海道自然史研究会2023年度研究大会. 札幌. より 

宇仁義和. 2023. 自然史学芸員の分布の地域差と補填状況. 
北海道自然史研究会2022年度研究大会. 札幌.  

長野県と北海道の比較 
13,105 ㎢　面積　83,457 ㎢ 
205万人　人口　522万人 
75　登録博物館　44 
野生生物学芸員の数 

4.58　野生生物学芸員／1万平方キロ　4.79 
0.29　野生生物学芸員／10万人　0.77 
3.66　登録館／10万人　0.84

長野に比べ北海道は人口あたりで多い

長野に比べ北海道は面積あたりは同程度
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従来の社会教育機関では文化
観光拠点施設とするのは困難 

東北地方に生き物
学芸員は少ない 

栃木と群馬は大学の学部
構成を含め対照的 

0 

山梨と京都は生き
物学芸員ゼロ 

佐賀長崎大分は生
き物学芸員ゼロ 

生き物学芸員２桁は
大型県立館あり 

文化観光拠点施設を中核とした
地域における文化観光の推進に関する法律の概要

文化・観光の振興、地域の活性化には、文化についての理解を深める機会の拡大及びこれによる国内外
からの観光旅客の来訪促進が重要であり、 東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されることを契機に、
文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光を推進するため、主務大臣（文部科学大臣・国土交通
大臣）による基本方針の策定、拠点計画・地域計画の認定、これらの計画に基づく事業に対する特別の措置
等を講ずる。

公布の日から起算して１月を超えない範囲において政令で定める日

２．主務大臣による基本方針の策定 【第３条】
意義・目標、事業・計画認定や関係施策との連携に関する基本的事項 等

３．地域における文化観光を推進するための措置

③国等の援助等 【第18-21条】
・国・地方公共団体・国立博物館等による助言、（独）国際観光振興機構（JNTO）による海外宣伝、
国等所有の文化資源の文化観光拠点施設での公開への協力等

主
務
大
臣

基
本
方
針

申請

認定

申請

認定

文
化
資
源

保
存
活
用
施
設

文
化
観
光

推
進
事
業
者

共同

自治体
意見
聴取

自治体協議会

自治体

文
化
資
源

保
存
活
用
施
設

文
化
観
光

推
進
事
業
者

協議会を組織

・文化資源保存活用施設の設置者は、文化観光推進事業者と共同
して文化観光拠点施設としての機能強化に関する計画（拠点計
画）を作成し、主務大臣の認定を申請。 【第4条】
・拠点計画では、機能強化に関する基本方針や目標のほか、施設内
の文化資源の魅力増進、観光旅客の文化理解を深める措置、移
動等の利便増進※３、広報等の事業等を定める。【同上】
・認定を受けた拠点計画に基づき、共通乗車船券、道路運送法、海
上運送法に関する特例措置を実施。 【第8-10条】

・市町村又は都道府県が単独で又は共同して組織する協議会にお
いて、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の
総合的かつ一体的な推進に関する計画（地域計画）を作成し、
自治体・文化観光拠点施設の設置者・文化観光推進事業者が
共同して、主務大臣の認定を申請。 【第11,12条】
・地域計画では、当該地域における文化観光の推進に係る基本方
針や目標のほか、地域内の文化資源の総合的な魅力増進、移動
等の利便増進※３、広報等の事業等を定める。 【第12条】
・認定地域計画に基づき、文化財の登録の提案に関する特例措置、
①と同様の特例措置を実施。 【第16,17条】

①拠点計画の認定等及びこれに基づく事業に対する特別の措置 【第４-10条】

②地域計画の認定等及びこれに基づく事業に対する特別の措置 【第11-15条】
＜地域計画＞

＜拠点計画＞

※このほか、予算・税制等における支援を行う

１．「文化観光」「文化観光拠点施設」の定義 【第２条】
文化観光：文化資源の観覧等を通じて文化についての理解を深めることを目的とする観光
文化観光拠点施設：以下を満たし、地域における文化観光の推進の拠点となるもの
①文化資源の保存及び活用を行う施設（文化資源保存活用施設※１）のうち、
②観光旅客が文化についての理解を深めることに資するよう解説・紹介をするとともに、
③文化観光の推進に関する事業を行う者（文化観光推進事業者※２）と連携するもの

※１ 博物館、美術館、
社寺、城郭等

※２ 観光地域づくり法人
（ＤMO）、観光協会、

旅行会社等

概 要

※有形・無形の別その他の文化資源の性質に応じた文化観光の推進の重要性に鑑み、この法律の施行後三年以内に、多様な情報の共有を図るた
めの基盤の整備その他の地域における文化観光の一層の推進のために必要な施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

※３

例えば、
Wi-Fiの整備
キャッシュレス

情報のデジタル化

を含む

趣 旨

施行期日

文化観光振興法（文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光
の推進に関する法律）では博物館を「文化資源保存活用施設」と再定義
博物館と学芸員という資源を利用、博物館法も改正して文化施設に。 
野生生物に関連する制度法令計画でも同様の貪欲さが欲しい。 

沖縄は美ら海
水族館で21人 

生き物学芸員は少数で偏在
→野生生物の情報集積やモ
ニタリングの濃淡に影響す
るのでは？ 

2019年豪雨では県が市町村に協力要請 
→市町村相互（横のつながり）の協力が実現 

長野県の文化財行政が市町村
の相互協力を可能にした 多様な主体が関わる推進体制 推進主体：任意団体 事務局：県立機関 司令塔：市立館学芸員 

調査員：学芸員・大学教員・学校教諭・市民ボランティア 
標本：研究機関の県内施設に収蔵 

長野県植物誌の改定事業 

北海道に学芸員は
多いが全道的業務
推進体制に欠ける 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001853869.pdf 

認定年度 番号 計画の実施地域 計画 主な申請者 文化観光拠点施設

令和3年度

26 北海道小樽市 拠点 （公財）似鳥文化財団 小樽芸術村

27 神奈川県横浜市 拠点 横浜市 横浜開港資料館

28 石川県金沢市 地域 石川県
石川県立美術館、石川県立歴史博物館、金沢21世紀美術館、金沢能楽美
術館、国立工芸館

29 長野県長野市 拠点 長野県 長野県立美術館

30 滋賀県彦根市 地域 彦根市 彦根城、彦根城博物館

31 滋賀県長浜市 地域 長浜市 長浜城歴史博物館、長浜市曳山博物館、長浜鉄道スクエア

32 大阪府大阪市 拠点
地方独立行政法人
大阪市博物館機構

大阪中之島美術館

33 兵庫県姫路市 拠点 姫路市 姫路市立美術館

34 兵庫県豊岡市 地域 豊岡市 城崎国際アートセンター

35 和歌山県高野町 拠点 宗教法人金剛峯寺 総本山金剛峯寺

36 鳥取県境港市 拠点 境港市 水木しげる記念館

37 岡山県瀬戸内市 拠点 瀬戸内市 備前おさふね刀剣の里（備前長船刀剣博物館）

38 福岡県宗像市・福津市 地域 福岡県 海の道むなかた館、福津市複合文化センター歴史資料館、宗像大社神宝館

39 長崎県 地域 長崎県
長崎歴史文化博物館、大浦天主堂キリシタン博物館、平戸市生月町博物館
島の館、五島観光歴史資料館、有馬キリシタン遺産記念館、長崎県美術館

40 大分県大分市 拠点 大分県 大分県立美術館

41 滋賀県大津市 拠点 滋賀県 滋賀県立美術館

令和4年度

42 栃木県宇都宮市 拠点 栃木県 栃木県立博物館

43 福井県永平寺町 拠点 宗教法人大本山永平寺 大本山永平寺

44 大阪府大阪市 拠点
地方独立行政法人
大阪市博物館機構

大阪市立美術館

45 群馬県富岡市 拠点 富岡市 富岡製糸場

文化観光推進法 認定計画（５７計画） R６年１２月時点 別紙１

認定年度 番号 計画の実施地域 計画 主な申請者 文化観光拠点施設

令和2年度

1 秋田県横手市 地域 横手市 横手市増田まんが美術館

2 群馬県高崎市 拠点 群馬県 群馬県立歴史博物館

3 東京都品川区 拠点 寺田倉庫(株) WHAT

4 山梨県 地域 山梨県
山梨県立美術館、平山郁夫シルクロード美術館、中村キース・へリング美術
館、清春芸術村

5 愛知県名古屋市 拠点 （公財）徳川黎明会徳川美術館 徳川美術館

6 福井県福井市 地域 福井県 福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館、特別史跡一乗谷朝倉氏遺跡

7 奈良県 地域 奈良県
奈良国立博物館、奈良県立美術館、奈良県立民俗博物館、奈良県立橿原
考古学研究所附属博物館、奈良県立万葉文化館、なら歴史芸術文化村

8 大阪府堺市 地域 堺市 堺市博物館、さかい利晶の杜、堺伝統産業会館

9 岡山県倉敷市 拠点 （公財）大原美術館 大原美術館

10 熊本県阿蘇市 地域 阿蘇市 阿蘇火山博物館

11 青森県十和田市 拠点 十和田市 十和田市現代美術館

12 山形県酒田市 拠点 （公財）本間美術館 本間美術館

13 福島県会津若松市 拠点 福島県 福島県立博物館

14 埼玉県所沢市 拠点 （公財）角川文化振興財団 角川武蔵野ミュージアム

15 神奈川県横浜市 拠点 横浜市 横浜美術館

16 新潟県十日町市 地域 十日町市
十日町市博物館、越後妻有交流館キナーレ、まつだい雪国農耕文化村セン
ター、越後松之山「森の学校」キョロロ、十日町市清津峡渓谷歩道トンネル

17 石川県七尾市 拠点 七尾市 和倉温泉お祭り会館

18 長野県御代田町 拠点 （株）アマナ MMoP｜御代田写真美術館（仮称）

19 静岡県熱海市 拠点 （公財）岡田茂吉美術文化財団 MOA美術館

20 京都府京都市 拠点 京都市上下水道局 琵琶湖疏水記念館

21 奈良県明日香村 地域 明日香村
飛鳥宮跡、飛鳥京跡苑池 、飛鳥水落遺跡 、酒船石遺跡 、石舞台古墳、牽
牛子塚古墳、中尾山古墳、キトラ古墳 、高松塚古墳

22 徳島県 地域 徳島県
徳島県立博物館、徳島県立阿波十郎兵衛屋敷、阿波おどり会館、藍住町歴
史館藍の館、徳島県立大鳴門橋架橋記念館（渦の道）

23 徳島県美波町 拠点 美波町 日和佐うみがめ博物館カレッタ

24 福岡県北九州市 地域 北九州市 北九州市立自然史・歴史博物館、北九州市立新科学館（仮称）

25 長崎県長崎市 拠点 （株）ユニバーサルワーカーズ 軍艦島デジタルミュージアム

文化観光推進法 認定計画（６１計画） R７年８月時点
※計画期間終了：１～４、６～２５、３３

認定年度 番号 計画の実施地域 計画 主な申請者 文化観光拠点施設

令和５年度

46 北海道札幌市、江別市 拠点 北海道
北海道立総合博物館
（北海道博物館、北海道開拓の村、野幌森林公園自然ふれあい交流館）

47 宮城県石巻市 拠点 石巻市 石ノ森萬画館

48 神奈川県小田原市 拠点 （公財）小田原文化財団 江之浦測候所

49 富山県立山町 拠点 富山県 富山県立山博物館

50 兵庫県丹波篠山市 拠点 丹波篠山市 丹波伝統工芸公園立杭陶の郷

51 愛媛県松山市 拠点 愛媛県 愛媛県美術館

令和６年度

52 島根県大田市 地域 大田市 石見銀山世界遺産センター、いも代官ミュージアム、龍源寺間歩

53 香川県高松市 拠点 香川県 香川県立ミュージアム

54
岩手県一関市、奥州市、

平泉町
地域 岩手県

中尊寺、毛越寺、平泉世界遺産ガイダンスセンター、平泉文化遺産センター、
骨寺村荘園交流館、一関市博物館

55 宮城県石巻市 拠点 宮城県 宮城県慶長使節船ミュージアム（サン・ファン館）

56 兵庫県たつの市 拠点 (株)ムカシミライ 旧カネヰ醤油工場（醸ス場かねゐ）

57 沖縄県豊見城市 拠点 沖縄県 沖縄空手会館（展示施設）

令和７年度

58 石川県金沢市 拠点 (有)キコウ商会 金沢 浅の川園遊会館

59 岐阜県岐阜市 地域 岐阜市
岐阜市歴史博物館、加藤栄三・東一記念美術館、岐阜城天守閣、岐阜市長
良川鵜飼伝承館、CASA stella

60 高知県北川村 拠点 北川村 北川村モネの庭マルモッタン

61 熊本県山鹿市 地域 山鹿市 八千代座、さくら湯、山鹿灯籠民芸館、大宮神社（灯籠殿）https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/bunkakanko/pdf/94255701_03.pdf 


